
✅法改正で何が決まった？ ✅事業所がする準備とは？

✅現場管理者は何をする？ ✅従業員への教育？

＜会場アクセス＞

2025年の熱中症により救急搬送された人は、１０万５１０人に上り過去最多となりました。梅雨

明けからの早い猛暑日が長く続きました。２０２５年６月の法改正により具体的な熱中症対策を

するよう、事業所に求められました。従業員の命と健康を守るために、２０２６年の夏に向けて早

めのスタートが出来るよう、これから事業所が準備すべきことを学習します。

組合未加入の方も、大歓迎です。

みんなで猛暑を乗り切ろう！！！


